
 
様 式 Ｆ－１３－４〔作成上の注意〕（電子申請システム対応用） 

 

＜対応事業＞ 

国際共同研究加速基金（帰国発展研究） 

 

研究代表者が、今後の研究者としてのキャリアのために必要であるとの判断のもと、 海外における研

究滞在等により補助事業を中断し、未使用の助成金について中断の終了後に再交付を希望する場合

（研究代表者が応募資格を有し、かつ中断期間が１年以内の場合を除く）に事前に作成し、所属する

研究機関を通じて日本学術振興会に１部提出すること。 

 
●作成・提出に当たっては、以下について留意すること。 

 Ａ４判（縦長）で作成すること。 
 本様式の作成時に誤記入があった場合には、改めて作成すること（訂正印及び修正液等の使用は

認めない。）。 
 提出時に添付すべき書類は「様式提出時 添付書類一覧」を参照すること。 

 

１．「機関番号・所属研究機関名称・研究代表者」欄には、研究代表者が所属する研究機関の機関番

号（５桁）、研究代表者の所属する研究機関名、部局名、職名及び氏名を省略せずに記入するこ

と（部局のない研究機関の場合は、部局名は不要。）。 

 

２．「課題番号」欄には、交付決定通知書に記載の課題番号（８桁）を記入すること。 

 

３．「研究課題名」欄には、「交付申請書（様式Ｄ－２－３）」に記載の研究課題名を記入するこ

と。 

 

４．「交付決定額」欄には、交付決定通知書に記載の交付決定額を記入すること（本様式提出以前に

変更した場合はその額。）。 

 

５．「補助事業期間」欄には、「交付申請書（様式Ｄ－２－３）」に記載の補助事業期間を記入するこ

と（本様式提出以前に延長が認められている場合はその補助事業期間。）。 

 

６．「助成金の使用状況」には、所属する研究機関に確認の上、入力すること。 

 

７．「海外渡航開始予定年月日及び終了予定年月日」及び「研究中断開始年月日及び終了年月日」欄

には、海外への渡航期間を入力し、それに伴う中断期間の開始年月日及び終了年月日を所属する

研究機関に確認の上、入力すること。１度の研究中断申請につき最大５年間の研究中断が可能。 

 

８．「研究開始（再開）期限年月日」欄には「研究中断開始年月日及び終了年月日」欄で入力した研

究中断期間最終日の翌日を必ず入力すること。 

 

９．「海外渡航（滞在）先」欄には、海外における研究滞在に伴う中断期間中の滞在先を国名で入力

すること。 

 

１０．「連絡先」欄には海外における研究滞在に伴う中断期間中に連絡可能な連絡先を入力するこ

と。なお、連絡可能なメールアドレスが複数ある場合は、使用頻度の高い順に連絡先を２つ入力

すること。 

 

１１．「変更交付決定額」欄には、「助成金の使用状況」欄で入力した、「支出済額（累計）」を入力す

ること。 

 

１２．「確認事項」について、記載の内容を十分に確認した上で、チェックを入れること。 

 

 

 

 



 
 

＜本様式提出後の手続きについて＞ 

 本様式提出後、日本学術振興会の承認を得るとともに、未使用の助成金を返還し、中断の時までの

補助事業について、中断の承認を得た後、６１日以内に、様式Ｆ－６－２「実績報告書（収支決算

報告書）」及び様式Ｆ－７－２「実績報告書（研究実績報告書）」を作成・提出すること。 

 

 


